
募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

お
知
ら
せ

ご
存
知
で
す
か
？
固
定

資
産
の
縦
覧
・
閲
覧
制
度

　

毎
年
、
納
税
通
知
書
を
発
送
す

る
前
に
、
納
税
者
の
方
に
課
税
台

帳
を
お
見
せ
す
る
期
間
を
設
け
て

い
ま
す
。
４
月
１
日
か
ら
、
土
地

及
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦

覧
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

が
始
ま
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機

会
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
た
と
え
ば
こ
ん
な
方
・・・

・
自
分
の
固
定
資
産
税
額
が
い
く

ら
に
な
る
の
か
心
配
。

・
自
分
の
土
地
・
家
屋
と
他
の
方

の
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
を
比
較

し
て
、
適
正
で
あ
る
か
確
認
し
た

い
。

・
土
地
や
家
を
借
り
て
い
る
が
、

そ
の
評
価
額
や
税
額
が
い
く
ら
に

な
っ
て
い
る
の
か
知
り
た
い
。

・
今
年
に
な
っ
て
か
ら
土
地
を
取

得
し
た
が
、
そ
の
土
地
が
ど
の
よ

う
な
評
価
を
さ
れ
て
い
る
の
か
知

り
た
い
。

◯
土
地
及
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、
自

己
と
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

を
比
較
し
、
適
正
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

■
縦
覧
場
所

　

税
務
課
窓
口

■
期
間

　

４
月
１
日
～
５
月
31
日

　
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分

　

～
午
後
５
時
15
分

■
対
象
者

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者

■
必
要
な
も
の

　

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
納
税
通
知
書
、
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
等
）

　

代
理
人
の
方
は
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
の
他
に
、
委
任
状
が
必

要
で
す
。

■
手
数
料

　

無
料

◯
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

自
己
の
資
産
の
価
格
、
課
税
標

準
額
、
評
価
方
法
等
を
確
認
す
る

た
め
の
制
度
で
す
。
ま
た
、
借
地

人
・
借
家
人
等
も
、
借
り
て
い
る

土
地
・
家
屋
の
確
認
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
閲
覧
場
所

　

税
務
課
窓
口

■
期
間

　

通
年

　
（
土
・
日
・
祝
祭
日
、
年
末
年

始
の
休
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分

　

～
午
後
５
時
15
分

■
対
象
者

①
固
定
資
産
の
所
有
者

②
土
地
を
有
償
で
借
り
て
い
る
方

③
家
屋
を
有
償
で
借
り
て
い
る
方

④
固
定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利

を
有
す
る
一
定
の
方

■
必
要
な
も
の

　

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
納
税
通
知
書
、
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
等
）

対
象
者
の
②
～
④
に
該
当
す
る
方

は
、
そ
れ
ら
を
確
認
で
き
る
も
の
。

（
賃
貸
借
契
約
書
等
）

　

代
理
人
の
方
は
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
の
他
に
、
委
任
状
が
必

要
で
す
。

■
手
数
料

　

閲
覧
30
分
に
つ
き
3
0
0
円

　

写
し
１
枚
に
つ
き
3
0
0
円

（
た
だ
し
、
縦
覧
期
間
中
は
無
料
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
32
）8
8
9
2

　

J
R
石
橋
駅
・
自
治
医
大
駅
・

小
金
井
駅
に
自
転
車
駐
車
場
を
設

置
し
て
い
ま
す
。
道
路
や
歩
道
な

ど
に
自
転
車
や
原
動
機
付
自
転
車

を
放
置
さ
れ
ま
す
と
、
歩
行
者
や

自
転
車
の
通
行
の
妨
げ
と
な
り
、

子
ど
も
や
身
体
の
不
自
由
な
人
に

と
っ
て
大
変
危
険
で
す
の
で
、
駐

輪
場
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

■
石
橋
駅
自
転
車
駐
車
場

　

石
橋
２
１
４

−

８

　

☎（
52
）1
1
7
1

■
自
治
医
大
駅
東
自
転
車
駐
車
場

　

医
大
前
４

−

４

−

１

　

☎（
44
）7
0
5
8

■
小
金
井
駅
東
自
転
車
駐
車
場

　

駅
東
３

−

４

−

17

　

☎（
44
）9
9
6
6

■
業
務
時
間

　

午
前
６
時
30
分

　

～
午
後
９
時
30
分

■
利
用
料
金

■
問
い
合
わ
せ
先

　

安
全
安
心
課

　

☎（
32
）8
8
8
9

自
転
車
駐
車
場
の

ご
案
内

自転車

一時利用 １　日 150円

定　　期
１ヵ月  2,500円 （2,000円）
３ヵ月  7,000円 （5,500円）
６ヵ月  13,500円 （10,500円）

原　付

一時利用 １　日 300円

定　　期
１ヵ月  3,000円 （2,500円）
３ヵ月  8,500円 （7,500円）
６ヵ月  16,500円 （14,500円）

※（　）内は、学割料金
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